
○松阪市物品及び業務委託競争入札参加資格者登録規程 

平成17年1月1日告示第9号 

改正 

平成22年5月31日告示第201号 

平成24年11月29日告示第259号 

令和5年2月28日告示第43号 

令和6年3月31日告示第157号 

松阪市物品及び業務委託競争入札参加資格者登録規程 

（目的） 

第1条 この規程は、松阪市及び松阪市上下水道部が発注する物品の購入及び業務委

託等の競争入札に参加する者の資格について、松阪市契約規則（平成17年松阪市規

則第64号。以下「規則」という。）、松阪市物品及び業務委託契約執行規程（平成

17年松阪市告示第8号。以下「物品等執行規程」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（一般競争参加資格） 

第2条 規則第3条第2項に規定する一般競争参加資格は、次の各号に掲げるものとす

る。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項に該当しない者又

は同条第2項に該当し、その事実があった後2年を経過した者 

(2) 国税について、法人は、「法人税」及び「消費税及地方消費税」について、

資格審査の申請日における未納の徴収金がない者。個人事業者は「申告所得税」

及び「消費税及地方消費税」について、資格審査の申請日における未納の徴収金

がない者 

(3) 地方税について、申請若しくは登録を希望する本社又は委任先となる営業所

等の所在地が三重県内の場合、所在地における市町税について未納の徴収金がな

い者 

(4) 営業を行う際、法令等の規定により官公署等の許可、認可又は登録が必要な

場合で、これらを受けている者 

(5) 中小企業等共同組合法（昭和24年法律第18号）に基づく事業協同組合の場合、

入札等に参加しようとする業種について、組合の定款に共同受注の定めがある者 

(6) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生

手続開始の申立て（同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされ

る更生事件に係るものを含む。）をした者にあっては、同法第199条第1項若しく

は第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可（同法附則第2条の規定によ

りなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）の決定を受け

ている者 

(7) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項及び第2項の規定による再生

手続開始の申立をした者であって、同法第174条第1項の規定による再生計画認可



の決定を受けている者 

（一般競争参加資格審査の実施） 

第3条 新たに一般競争参加資格審査を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は三重県市町総合事務組合（以下「組合」という。）へ申請し、組合の審査

を受けなければならない。 

（一般競争参加資格審査申請の提出書類） 

第4条 申請者は組合が定める書類のほか、必要に応じ、別に定める書類を市長に提

出しなければならない。 

２ 松阪市内に本社又は本店を有する者（市内業者）及び松阪市内に置く支店等を契

約権限の受任先とする者（準市内業者）は、次に掲げる書類（以下「個別書類」と

いう。）を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 実態調査表（物品・業務委託）（様式第1号） 

(2) 実態調査表（物品・業務委託）別表（様式第2号） 

３ 前項の書類の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。 

（審査申請書等の提出方法） 

第5条 市長は、毎月20日（当該日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たる場合はその直前のこれらの日

に当たらない日）までに、組合の審査が完了した申請について、資格審査を行うも

のとする。 

（一般競争有資格者名簿への登録） 

第6条 市長は、前条の資格審査をし、競争参加資格があると認定した者（以下「登

録業者」という。）については、翌月1日に名簿登録を行うこととする。 

２ 市長は、登録業者に対し、別に定める登録番号を交付するものとする。 

（一般競争有資格者名簿への掲載） 

第7条 市長は、規則第5条の規定に基づき一般競争有資格者名簿（様式第3号。以下

「名簿」という。）に登録業者を掲載するものとする。 

２ 登録業者の所在区分を次に掲げるとおりとする。 

(1) 市内業者 松阪市内に本店を有する業者 

(2) 準市内業者 松阪市内に支店又は営業所を有し、その支店又は営業所に契約

権限が委任されている業者。この場合において、支店又は営業所の配置職員につ

いては2人以上で、うち1人以上は常勤職員であること。 

(3) 県内業者 三重県内に本店又は支店・営業所を有し、その支店又は営業所に

契約権限が委任されている業者 

(4) 県外業者 前3号に掲げる以外の者 

３ 名簿の登録期間は、組合の定める期間に準ずることとする。 

（登録内容の変更等） 

第8条 登録業者は、登録内容に変更が生じた場合、速やかに組合へ変更の手続きを

行わなければならない。 



２ 登録内容の変更の反映は、毎月20日（当該日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たる場合はその直前

のこれらの日に当たらない日）までに組合の審査が完了したものを翌月1日に反映

することとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。 

３ 市長が必要と認める場合、必要書類の提出を求めることができるものとする。 

（その他） 

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとす

る。 

附 則 

この告示は、平成17年1月1日から施行する。 

附 則（平成22年5月31日告示第201号） 

この告示は、平成22年6月1日から施行する。 

附 則（平成24年11月29日告示第259号） 

この告示は、平成25年1月1日から施行する。 

附 則（令和5年2月28日告示第43号） 

この告示は、令和5年3月1日から施行する。 

附 則（令和6年3月31日告示第157号） 

この告示は、令和6年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号（第4条関係） 

 

 



 



様式第2号（第4条関係） 

 



 



様式第3号（第7条関係） 

 


